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   北播磨総合医療センター企業団辞令式に関する規程 

 

                       平成２２年１月２１日 

                       企業管理規程第１０号 

 

改正 令和７年３月２１日  企業管理規程第４号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、別に定めるもののほか、企業長が発令する辞令（以下「辞

令」という。）について、必要な事項を定めるものとする。 

 （用語の定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 (1) 採用 職員でない者を新たに職員に任命すること。 

 (2) 昇任 現に属する職より上位の職に任命すること。 

 (3) 転職 現に属する職から職種を異にする職に任命すること、又は現に適

用している給料表を異にして職員を新たな給料表に格付して任命すること。 

 (4) 配置換 職員を昇任又は降任以外の方法で、任命権者を同じくする他の

職に任命し、又は所属の変更を命ずること。 

 (5) 出向 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の

機関の職員に異動させること。 

 (6) 転任 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の

機関から異動してきた職員を当該機関の職員に任命すること。 

 (7) 兼務 職員をその職にあるままで更に他の職に兼ねて任命すること。 

 (8) 兼務解除 兼職中の職員の兼ねている職を解くこと。 

 (9) 併任 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職

員に任命すること。 

 (10) 併任解除 併任中の職員の併任している職を解くこと。 

 (11) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更すること。 

 (12) 昇給 給料月額について現に受けている号給から同一級の上位の号給

に上げること。 

 (13) 派遣 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７の規定

により職員を他の地方公共団体又は、公益的法人等への一般職の地方公務

員の派遣等に関する法律（平成１２年法律第５０号）第２条もしくは第１

０条の規定により職員を公益的法人等に派遣すること。 
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 (14) 派遣延長 派遣期間を延長すること。 

 (15) 派遣解除 派遣期間の満了によらず派遣を解くこと。 

 (16) 育児休業の承認 子を養育する職員の請求により期間を定めて育児休

業を承認すること。 

 (17) 育児休業の延長 育児休業中の職員の請求により育児休業の期間の延

長を承認すること。 

 (18) 復帰 育児休業期間の満了により職員が職務に復帰したこと。 

 (19) 失効 育児休業中の職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、

当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る

子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合に承認の効力を失う

こと。 

 (20) 取消 育児休業中の職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなった

こと等により承認を取り消すこと。 

 (21) 休職 職員としての身分を保有させたまま職務に従事させないこと。 

 (22) 復職 休職中の職員を職務に復帰させること。 

 (23) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更すること。 

 (24) 降給 給料月額について現に受けている号給から同一級の下位の号給

に下げること。 

 (25) 降任 現に属する職より下位の職に任命すること。 

 (26) 分限免職 職員の意に反してその職を免ずること。 

 (27) 戒告 懲戒処分として職員に対し将来を戒めること。 

 (28) 減給 懲戒処分として職員に対し一定の期間給料を減額すること。 

 (29) 停職 懲戒処分として職員としての身分及びその職を保有させたまま

職務に従事させないこと。 

 (30) 懲戒免職 懲戒処分として職員の職を免ずること。 

 (31) 失職 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条の欠格条項

に該当し、同法第２８条第４項の規定により当然に職員としての身分を失

うこと。 

 (32) 退職 職員の意思又は死亡により職を離れること。 

 (33) 定年退職 定年により職を離れること。 

 (34) 勤務延長 定年退職日の翌日から職員を引き続き勤務させること。 

 (35) 異動期間 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の２に

規定する異動期間をいう。 

 (36) 給料の７割措置 北播磨総合医療センター企業団職員の給与に関する

規程（平成２５年企業団管理規程第１３号）附則第４項の規定により算定



06-05 (3) 

 

される給料又はこれに加えて同規程附則第６項、第８項又は第９項の規定

による給料を支給すること。 

 （辞令の様式等） 

第３条 辞令の様式は、別記様式のとおりとし、辞令の文例は別表の区分に従

い、同表に定めるところによる。 

 （特例） 

第４条 この規程に定めのないもの又はこの規程によることのできないものに

ついては、その都度、定める。 

 

 

附 則 

 この規程は、平成２２年１月２１日から施行する。 

附 則（令和７年３月２１日企業団規程第４号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

区分 発令様式 備考 

採用 北播磨総合医療センター企業団職員に任命する 

○○○○○（補職名）に補する 

○○職○級に決定する 

○号給を給する 

 

昇任 （補職名）に補する  

転職 ○○○○○（補職名）に補する 

○○職○級に決定する 

○号給を給する 

 

配置換 ○○○○○（補職名）に補する  

出向 ○○の事務部局へ出向を命ずる  

転任 （採用の例による。）  

兼務 兼ねて○○○○○（補職名）に補する 同位の職を兼

ねる場合 

○○○○○（補職名）事務取扱を命ずる 下位の職を兼

ねる場合 

○○○○○（補職名）事務代理を命ずる 上位の職を兼

ねる場合 

兼務解除 ○○○○○（補職名）の兼務を解く 同位の職を兼

ねる場合 

○○○○○（補職名）の事務取扱を解く 下位の職を兼

ねる場合 

○○○○○（補職名）の事務代理を解く 上位の職を兼

ねる場合 

併任 北播磨総合医療センター企業団職員に併任する  

併任解除 北播磨総合医療センター企業団職員の併任を解

く 

 

昇格 ○○職○級に決定する 

○号給を給する 

 

昇給 ○級○号給を給する  

派遣 ○○により 年 月 日から 年 月 日まで

○○へ派遣を命ずる 

 

派遣延長 派遣を 年 月 日まで延長する  

派遣解除 派遣を解く  

育児休業

の承認 

育児休業を承認する 

育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 

日までとする 

 

育児休業

の延長 

育児休業の期間を 年 月 日まで延長するこ

とを承認する 

 

復帰 育児休業の期間満了により 年 月 日に職務

に復帰した 

 

失効 育児休業の失効により 年 月 日に職務に復  
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帰した 

取消 育児休業の承認を取り消す 

 年 月 日に職務に復帰した 

 

休職 地方公務員法第２８条第２項第○号の規定によ

り 年 月 日まで休職を命ずる 

 

復職 復職を命ずる 

○○○○○（補職名）に補する 

○○職○級に決定する 

○号給を給する 

○○○○○勤務を命ずる 

 

降格 ○○職○級に降格する 

○号給を給する 

 

地方公務員法第２８条の２第１項の規定により

○○○○○（補職名）に補する 

○○職○級に降格する 

○号給を給する 

管理監督職勤

務上限年齢に

よる降格の場

合 

降給 地方公務員法第２８条第１項第○号の規定によ

り○級○号給に降給する 

 

降任 地方公務員法第２８条第１項第○号の規定によ

り降任する 

○○○○○（補職名）に補する 

（○○○○○（補職名）の補職を解く） 

○級に決定する 

○号給を給する 

 

分限免職 地方公務員法第２８条第１項第○号の規定によ

り免職する 

 

戒告 地方公務員法第２９条第１項第○号の規定によ

り懲戒処分として戒告する 

 

減給 地方公務員法第２９条第１項第○号の規定によ

り懲戒処分として○日（月）間給料月額の○分

の○を減給する 

 

停職 地方公務員法第２９条第１項第○号の規定によ

り懲戒処分として 年 月 日まで停職する 

 

懲戒免職 地方公務員法第２９条第１項第○号の規定によ

り懲戒処分として免職する 

 

失職 地方公務員法第１６条第○号に該当し同法第２

８条第４項の規定により 年 月 日に失職し

た 

 

退職 願により退職を承認する  

定年退職 ○○条例第○条の規定により 年 月 日限り

定年退職 

 

勤務延長  年 月 日まで勤務延長する  

北播磨総合医療センター企業団職員の定年等に

関する条例第４条の規定による期限の到来によ

期限到来の場

合 
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り 年 月 日限り退職 

異動期間 北播磨総合医療センター企業団職員の定年等に

関する条例第９条第１項の規定により 年 月 

日まで異動期間を延長する 

異動期間を延

長する場合 

異動期間の期限を 年 月 日に繰り上げる 延長した異動

期間を繰り上

げる場合 

給料の７

割措置 

北播磨総合医療センター企業団職員の給与に関

する規程附則第４項の規定により、○○円（７

割措置）を給する 

北播磨総合医

療センター企

業団職員の給

与に関する規

程附則第４項

の規定により

算定される給

料を支給する

場合 

北播磨総合医療センター企業団職員の給与に関

する規程附則第４項の規定により、○○円（７

割措置）を給する 

北播磨総合医療センター企業団職員の給与に関

する規程附則第６項の規定による管理監督職上

限年齢調整額（○○円） 

北播磨総合医

療センター企

業団職員の給

与に関する規

程附則第４項

の規定により

算定される給

料に加えて同

規程附則第６

項、第８項又

は第９項の規

定による給料

を支給する場

合 

  


